
大 垣 市 地 域 福 祉 計 画 策 定 ・ 評 価 委 員 会 設 置 要 綱  

 

 

 

（ 目 的 及 び 設 置 ）  

第 １ 条  大 垣 市 に お け る 総 合 的 な 地 域 福 祉 の 推 進 を 図 る た め の 計 画（ 以

下 「 大 垣 市 地 域 福 祉 計 画 」 と い う 。） の 策 定 及 び 実 施 状 況 に つ い て 、

市 民 、専 門 家 等 の 意 見 を 反 映 さ せ る こ と を 目 的 と し て 、大 垣 市 地 域 福

祉 計 画 策 定 ・ 評 価 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。） を 設 置 す る 。  

 

（ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  委 員 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 所 掌 す る 。  

⑴  大 垣 市 地 域 福 祉 計 画 案 に つ い て の 市 長 へ の 提 言 に 関 す る こ と 。  

⑵  大 垣 市 地 域 福 祉 計 画 実 施 状 況 に つ い て の 市 長 へ の 提 言 に 関 す る

こ と 。  

⑶  前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 項  

⑷  そ の 他 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 事 項  

 

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  委 員 会 は 、 ２ ６ 人 以 内 で 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、 次 に 揚 げ る 者 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 。  

⑴  学 識 経 験 の あ る 者  

⑵  社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 を 経 営 す る 者  

⑶  社 会 福 祉 に 関 す る 活 動 を 行 う 者  

⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 者  

 

（ 任 期 ）  

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、５ 年 と し 、欠 員 を 生 じ た 場 合 に お け る 補 欠 委 員

の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

２  委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  



 

（ 委 員 長 及 び 副 委 員 長 ）  

第 ５ 条  委 員 会 に 委 員 長 及 び 副 委 員 長 を 置 き 、 委 員 の 中 か ら 互 選 す る 。 

２  委 員 長 は 、 委 員 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 括 す る 。  

３  副 委 員 長 は 、委 員 長 を 補 佐 し 、委 員 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 委 員 長

が 欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 行 す る 。  

 

（ 会 議 ）  

第 ６ 条  委 員 会 の 会 議 は 、委 員 長 が 招 集 す る 。た だ し 、委 員 の 委 嘱 後 最

初 の 会 議 は 、 市 長 が 招 集 す る 。  

２  委 員 会 の 議 長 は 、 委 員 長 を も っ て 充 て る 。  

３  委 員 会 は 、委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 会 議 を 開 く こ と が で き な

い 。  

４  議 事 は 、出 席 委 員 の 過 半 数 を も っ て 決 し 、可 否 同 数 の と き は 、委 員

長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

５  委 員 長 が 必 要 と 認 め る 場 合 は 、会 議 に 関 係 者 の 出 席 を 求 め 、意 見 又

は 説 明 等 を 聴 く こ と が で き る 。  

 

（ 事 務 局 ）  

第 ７ 条  委 員 会 の 事 務 局 は 、 福 祉 部 社 会 福 祉 課 に 置 く 。  

 

（ 委 任 ）  

第 ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、委 員 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項

は 、 委 員 長 が そ の 都 度 定 め る 。  

 

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ７ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 大 垣 市 地 域 福 祉 計 画 策 定 委 員 会 設 置 要 綱 等 の 廃 止 ）  



２  次 に 掲 げ る 要 綱 は 、 廃 止 す る 。  

⑴  大 垣 市 地 域 福 祉 計 画 策 定 委 員 会 設 置 要 綱（ 平 成 １ ４ 年 １ １ 月 １ 日

制 定 ）  

⑵  大 垣 市 地 域 福 祉 計 画 策 定 委 員 会 市 民 部 会 設 置 要 綱（ 平 成 １ ４ 年 １

１ 月 １ 日 制 定 ）  

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ９ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 大 垣 市 地 域 福 祉 計 画 策 定 委 員 会 設 置 要 綱 の 廃 止 ）  

２  大 垣 市 地 域 福 祉 計 画 策 定 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 １ ９ 年 ７ 月 １ 日 制

定 ） は 、 廃 止 す る 。  

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


